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○出席委員（６名） 

    委 員 長   世 古 安 秀        副委員長   山 本 哲 也 

    委   員   戸 上   健        委   員   尾 﨑   幹 

    委   員   坂 倉 広 子        委   員   坂 倉 紀 男 

 

○欠席委員（なし） 

 

○出席説明者 

           ・寺田総務課長 

 

○職務のために出席した事務局職員 

事 務 局 長 濱 口 博 也 

次 長 

兼庶務係長 

兼議事係長 

上 村   純 

書 記 中 山 真 緒   
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（午後 １時０４分 再開） 

 

○世古安秀委員長 全協に引き続き、お疲れ様です。 

  ただいまから、議会運営委員会を再開いたします。 

  早速ですが、平成２９年１０月２日の会議に提出されます議案の概要について、総務課長の説明を求めます。 

  総務課長。 

○寺田総務課長 総務課、寺田です。よろしくお願いします。 

  それでは、平成２９年、頭のほうには９月５日となっておりますけれども、その下のところです。平成

２９年１０月２日会議提出議案一覧表ということで、今回提出させていただきます議案につきましては、専決

処分した事件の報告２件となっております。 

  裏のほうをごらんください。 

  まず、報告第９号でございます。専決処分した事件の報告について（自動車破損事故に伴う和解及び損害賠

償の額を定めることについて）でございます。 

  こちらは、平成２９年３月１０日午後３時ごろ、ＪＡ鳥羽志摩本店駐車場において、公用車で後退中、停車

中の相手方車両と接触した際、相手方の頸部及び腰部を負傷させたので、市はその損害について和解し、賠償

いたしました。 

  損害賠償額は８７万４,７１３円で、相手方は記載のとおりでございます。 

  損害賠償額の内容ですけれども、こちらは治療費、それから通院費、慰謝料で、治療期間は平成２９年３月

１１日から８月３０日までの１７３日間で、通院日数は５９日となっております。 

  また、車両についての損害賠償については、５月１５日の会議で専決処分の報告をさせていただいたところ

でございます。 

  次に、報告第１０号、専決処分した事件の報告について（平成２９年度鳥羽市一般会計補正予算）、ちょっ

とここで第５、第４のほうと矢印をしてございますけれども、昨日の安倍総理の会見で、衆議院の解散を９月

２８日の臨時国会で解散、それから１０月１０日公示、１０月２２日投票の予定で衆議院議員総選挙が執行さ

れる予定です。このことにより、衆議院議員総選挙の執行経費を９月２８日付で専決処分させていただき、選

挙事務を進めていきたいと考えております。 

  また、補正予算議案につきましては、９月５日会議にて提出させていただきました補正予算が第４号でした

ですけれども、専決処分をいたします専決費用の補正が第４号となりまして、さきに提出しております補正予

算を第５号とすることになりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、前回の議会運営委員会で、教育委員会の取り壊し予定の各施設について、外壁に吹きつけ処理を

している溶剤の中にアスベストが混入されている場合があるため、解体予定の建物の調査を行っておりました

が、調査の結果、アスベストは検出されなかったとの結果でございましたので、補正予算の必要がなくなりま

したので、あわせて報告をさせていただきます。 

  以上で、１０月２日会議に提出します議案についての説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 総務課長の説明は終わりました。 
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  次に、議案の上程等について、事務局長より説明をさせます。 

  事務局長。 

○濱口事務局長 それでは、私のほうから、本会議の日程等について説明のほうをさせていただきます。 

  １０月２日の会議に上程される議案につきましては、先ほど総務課長から説明のありましたとおり専決処分

した事件の報告についての案件２件と、議員発議による先ほどの鳥羽市海女のまち条例議案、海女さん全力応

援宣言議案と、もう一つ意見書としまして、道路整備に係る補助率のかさ上げに関係する意見書の発議１件の

合計５件となります。 

  次に、お手元の会議日程等のほうをごらんください。 

  １０月２日に会議を再開しまして、まず会議録署名議員の指名後、報告議案の案件２件の趣旨説明のほうを

行います。それが終了しましたら、それぞれの委員会審査の結果について総務民生常任委員会、文教産業常任

委員会、予算決算常任委員会の順に委員長報告をいただき、その後、委員長報告に対する質疑と討論、表決を

行います。 

  それが終わりましたら、今度、発議として鳥羽市海女のまち条例と海女さん全力応援宣言、もう一つ、道路

整備に係るかさ上げの関係の意見書についての３議案について上程を行いまして、それに対する質疑、討論を

行った上で表決のほうを行う予定となっております。 

  そして、さきに表決がされました請願について、採択が得られましたら、発議といたしましてその意見書に

ついて日程に追加いたしまして、それぞれの発議についての質疑、討論を経まして表決というふうな流れで散

会する日程となっております。 

  以上、よろしくご審査のほどお願い申し上げます。 

○世古安秀委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  このことについてご質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 ないようですので、議案等の取り扱いについては事務局長の説明のとおり取り扱うに賛成の

委員は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○世古安秀委員長 起立全員であります。 

  よって、議案の取り扱いについてはそのように決定いたします。 

  ご協議いただくことは以上です。 

  委員の皆さんから何かございましたらご発言を願います。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 ないようですので、これをもちまして議会運営委員会を散会いたします。 

（午後 １時１１分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 

 

 平成２９年９月２６日 

 

              議会運営委員長    世  古  安  秀 

 


